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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、株主価値の向上を経営の重要課題としております。あらゆるステークホルダーに対し説明責任を果たし、コンプライアンスの徹底をはか

り、資産効率の良いライフサイクルの実現を果たすことが、この所期の課題を実現するものと考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則１－４．政策保有株式】

　当社は、保有目的が純投資以外の目的である投資株式について、当該株式の保有が安定的な取引関係の構築や業務提携関係等の維持・強
化に繋がり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に保有することを方針としており、現時点では連結範囲から除外した１銘
柄を継続して保有しております。

　現在保有中の銘柄については、市場動向を注視し適宜売却を進めていく方針としております。

【補充原則２－４－１】

　当社の役職者における女性管理職の比率は2024年10月末時点で10.1％、外国人管理職の比率は4.0％、中途採用者の管理職比率は93.9％と
なっております。

　当社では、従来より高い評価を得ている従業員を男女分け隔てなく役職者に起用してまいりました。具体的な人数の目標はありませんが、適宜
優秀な幹部候補を育成しつつ、多様性の確保を推進してまいります。

【補充原則４－１－３】

　代表取締役社長や経営幹部の後継者計画の一環として、経営幹部の発掘と育成を目的とした次世代経営者育成プログラムの策定・運用につい
ての必要性は認識しており、今後、指名・報酬委員会が主軸となり検討してまいります。取締役会としては、それらが十分な時間と資源をかけて計
画的に行われていくよう監督機能を発揮してまいります。

【原則４－11．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　現在、当社は、女性取締役を３名選任しており、役職者にも積極的に採用しております。ジェンダーや国際性につきましても重要な課題と認識し
ておりますが、多様性の観点から海外勤務経験を有する取締役の選任は今後の検討課題といたします。

【補充原則４－11－１】

　当社は、定款において、監査等委員である取締役を除く取締役は10名以内、監査等委員である取締役は５名以内とする旨を定めております。20
25年1月末時点では、監査等委員である取締役を除く取締役６名、監査等委員である取締役５名（内、社外取締役４名）、社外取締役４名のうち３
名は女性取締役で構成しており、引き続き多様性及び客観性・透明性の確保を図っております。

　候補者の選定においては、【原則３-１】（ⅳ）に記載の通り取締役会において審議し、指名・報酬委員会に諮り、その答申をもとに取締役会にて決
定をしております。

　また、取締役のスキル・マトリックスにつきましては、当社HPに開示しております。

　https://www.kobebussan.co.jp/upload/ir/IRNews/883/883_20250106.pdf

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　当社では、取締役会規程及び取締役会付議基準を定め、取締役の競業取引、利益相反取引及び取締役と会社間の取引について、取締役会で
の審議・決議・報告を要することとしております。

　また、当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性のある関連当事者を毎期末、調査・特定し、当該関連当事者との取引の有無や当該
取引の重要性を確認し、開示対象となる取引がある場合は開示を行っております。

【原則２－６. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社では確定拠出年金制度を採用しており、運営管理機関や社内研修制度によって、従業員に対する商品の選定や資産運用の教育を行って
おります。

【原則３－１．情報開示の充実】

(ⅰ) 経営理念、経営戦略や中期経営計画を当社HP等にて開示しております。

　　　https://www.kobebussan.co.jp/company/philosophy.php

　　　https://www.kobebussan.co.jp/ir/vision.php

(ⅱ) 当社は、株主価値の向上を経営の重要課題としております。あらゆるステークホルダーに対し説明責任を果たし、コンプライアンスの徹底をは

かり、資産効率の良いライフサイクルの実現を果たすことで企業価値の最大化を実現してまいります。



(ⅲ) 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、固定の金銭報酬とし、役位、職責及び在任年数に応じて、従業員の最高位

の年収、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準及び当社の業績等を総合的に勘案して決
定しております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個々の基本報酬については、取締役会の公平性・客観性・透明性を強化し、コーポレート・ガバナン
スの充実を図ることを目的に、取締役会決議による委任に基づき、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会において前述の決
定方針に基づき決定しております。

　監査等委員である取締役の個々の報酬については、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、監査等委員の協議により、各委員の経歴、専
門知識、常勤非常勤の別等を考慮して決定しております。

(ⅳ） 取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、知識・経験・能力のバランス、多様性を考慮し、企業経営、財務会計、法律・ガバナン

ス、営業・販売、製造・開発、ＩＴ・デジタル、労務・人財等の各分野において専門知識と豊富な経験を有する者から、当社の企業価値向上に貢献し
得る人財であることを取締役会において審議し、指名・報酬委員会に諮り、その答申をもとに取締役会にて決定をしております。

　監査等委員である取締役については、監査等委員会の同意を得て、取締役会にて決定をしております。

　一方、当社は経営陣幹部の解任の方針と手続きを定めておりません。あらかじめ定めておくことにより、適時適切に判断されるべき解任にいたる
基準が硬直化する恐れがあるためです。今後、解任基準の設置も含め慎重に検討してまいります。

　

(ⅴ)取締役の選任理由は株主総会招集通知において説明しております。解任の事例がございませんが、解任となりましたら解任理由も適切な形
で迅速に開示いたします。

【補充原則３－１－３】

　当社のサステナビリティに関する取組、ＴＣＦＤの枠組みに基づく開示及び人的資本に関する考え方や取組については、2025年１月30日に開示し
た第39期事業年度の有価証券報告書に記載しております。

　社会と当社の相互の持続的発展のために、知的財産への投資等についても継続的に行っておりますが、その開示については今後の検討課題
としております。

【補充原則４－１－１】

　取締役会は、取締役会自身として判断・決定する範囲及び経営陣に対する委任の範囲を明確に定めることとしております。その概要を以下に記
載いたします。

　　・法令、定款、「取締役会規程」及び「職務権限規程」にて定められた重要な事項については、取締役会が意思決定を行っております。

　　・その他の日常業務については、「職務権限規程」に基づき、各経営陣が意思決定を行っております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にするとともに、豊富な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立
場で社外役員としての職務を遂行できる、独立性が確保されている最適な人物を選任しております。

【補充原則４－10－１】

　取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。その構成員の過半数を独立社外取締役としており、適切な関与・
助言が行えるものと考えております。

【補充原則４－11－２】

　当社の社外取締役は、他の会社の役員を兼任している者もおりますが、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力をそれぞれ
の業務に振り向けるよう努めております。また、兼任状況は株主総会参考書類にて「重要な兼職の状況」として開示しております。

【補充原則４－11－３】

　当社は、取締役会全体の実効性について自己分析・評価を行い、その結果の概要を当社HPで開示しております。

【補充原則４－14－２】

　新たな経営課題や社会からの要請に対応するために、外部研修など必要な知識の習得、研鑽の機会を推奨、支援しております。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　当社では、経営企画部IR・広報課をIR担当部署としております。

　株主や投資家に対しては、四半期毎の会社説明会、個別でのIR訪問（オンライン・電話会議含む）を実施するとともに、ご要望があれば適宜面談
を実施しております。

　また、代表取締役が直接説明する個別でのIR訪問（オンライン・電話会議含む）を第２四半期と本決算時にご要望があれば適宜実施しており、本
決算時の会社説明会には説明者として参加しております。対話において株主様から頂いたご意見等につきましては、適宜経営会議にて経営陣幹
部に共有しております。

　インサイダー情報の管理に関しては社内で研修を行っております。株主や投資家との対話には開示済みの資料を用いており、原則複数名であ
たって監督しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示あり】

　資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、2024年12月13日に開示した2024年10月期決算説明資料(P16)の日本語版・
英語版で方針などを公表しております。

　https://www.kobebussan.co.jp/upload/ir/IRNews/872/872_20241213.pdf



２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

公益財団法人業務スーパージャパンドリーム財団 70,400,000 31.78

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 16,456,000 7.43

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 6,328,000 2.86

特定有価証券信託受託者　株式会社SMBC信託銀行 5,837,000 2.64

株式会社コッコラーレ 5,710,000 2.58

JP MORGAN CHASE BANK 380072 3,987,000 1.80

沼田　博和 3,784,000 1.71

合同会社M&Uアセットマネジメント 3,650,000 1.65

JP MORGAN CHASE BANK 385632 3,451,000 1.56

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 3,369,000 1.52

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 10 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

家木 健至 公認会計士

野村 祥子 弁護士

町田 美紗 公認会計士

稲田 優 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

家木 健至 ○ ○

以前、当社の会計監査人であるトーマツ
に勤めておりましたが、10年以上前に退
所しており、独立性に関して問題はないと
認識しております。

公認会計士として、会計に関する高い見識と豊
富な知識や実務経験を活かし、客観的な立場
から取締役会において必要に応じて説明を求
めるとともに、これまでも社外取締役として当社
経営の監督及び的確な助言を行ってまいりまし
た。今後も監査及び監督の役割を期待してお
り、当社監査等委員である社外取締役に適切
な人材であると考えております。

野村 祥子 ○ ○ 該当する事項はありません。

弁護士としての豊富な経験と専門知識に基づく
客観的視点から取締役会において必要に応じ
て説明を求めるとともに、複数の企業で監査役
や取締役を務めており、企業の監督業務に高
い専門性を有しております。多様な視点や価値
観を経営に反映することのできる資質を有し、
これまでも重要な役割を果たしてきたことから
今後も監査及び監督の役割を期待しており、当
社監査等委員である社外取締役に適切な人材
であると考えております。

町田 美紗 ○ ○

以前、当社の会計監査人であるトーマツ
に勤めておりましたが、10年以上前に退
所しており、独立性に関して問題はないと
認識しております。

公認会計士として、財務、会計、監査に関する
高い見識と豊富な知識や実務経験に加え、多
様な視点に基づき、取締役の職務執行に対す
る監督、助言等をいただく事を期待しておりま
す。今後、監査及び監督の役割を期待してお
り、また、当社監査等委員である社外取締役に
適切な人材であると考えております。

稲田 優 ○ ○ 該当する事項はありません。

弁護士としての豊富な経験と専門知識や、複
数の行政機関での執務経験に加え、多様な視
点に基づき、取締役の職務執行に対する監
督、助言等をいただくことを期待しております。
今後、監査及び監督の役割を期待しており、ま
た、当社監査等委員である社外取締役に適切
な人材であると考えております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 5 1 1 4 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等委員会直下に監査等委員会事務局を設置し、専任の使用人を配置しております。当該
使用人への指示・命令・評価は監査等委員会が行い、当該使用人に対する異動その他の人事に関する事項の決定には、監査等委員会の同意を
得るものとしており、業務執行者からの独立性を確保しております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室からの監査報告を受けるとともに、内部統制部門に対する業務聴取等の連携をかさね、取締役
の職務執行を監査しております。

　また、常勤監査等委員の活動として、取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本社部門や子会社への往査、業務及び財



産等の調査等を通じ、業務執行全般に対する監査を行い、内部監査室及び会計監査人との定期的な情報交換等を行っています。社外取締役に
つきましても、取締役会及び監査等委員会の他、随時に会計監査人との間で会合を持つなど、情報の共有及び意見交換を行っております。加え
て、内部監査室から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見を述べております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 1 1 2 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 1 1 2 0 0
社内取
締役

補足説明

　取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しております。

　指名・報酬委員会は、取締役の指名、報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の
充実を図ることを目的としており、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議決定し、取締役会に答申します。

　（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任及び解任に関する株主総会議案の原案

　（２）代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案

　（３）その他、取締役の選任及び解任、代表取締役及び役付取締役の選定及び解職等に関して取締役会が必要と認めた事項

　（４）取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案

　（５）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の現金報酬の内容及び現金報酬以外の報酬の内容に係る決定に関する方針の原案

　（６）その他、取締役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した
立場で社外役員としての職務を遂行できる、独立性が確保されている最適な人物を社外取締役として選任しております。また、社外取締役４名全
員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対しストック・オプションを付与しておりますが、付与個数については取締役会
の決議を経て功績等を勘案し決定しております。

　また、株式報酬制度も導入しており、本報酬制度は信託を通じ、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に企業価値の向
上への貢献度に応じたポイントを毎年付与し、退任時に累計ポイント数に応じた当社株式を交付する中長期インセンティブプランです。



ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

　当社グループ業績向上に対する各付与対象者の意欲・意識の向上及び当社グループの企業価値の向上を目的としております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

　年間報酬総額２億9,200万円(2024年10月期)。そのうち、報酬等の総額が１億円以上の者は、有価証券報告書において個別開示を行っておりま
す。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、2022年１月27日開催の第36期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額５億円以内（うち、社
外取締役3,000万円以内）と決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬額は年額１億円以内と決議しております。

　取締役の報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして適切に機能するものとし、個々の取締役の報酬額は、その職責
等を踏まえた適切な水準とし、基本報酬及び株式報酬により構成することを基本方針としております。

　当社は、2022年２月に、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を過半数とする「指名・報酬委員会」を設置しており、指名・報酬委
員会の答申を得た上で取締役の報酬等に関する内容を決定しております。独立社外取締役の知見や助言を活かすことで、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）及び執行役員の指名及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の決定の手続きの公平性・透明性・客観性を確
保してまいります。

【社外取締役のサポート体制】

　社外取締役に対しては、取締役会における取締役の職務執行状況の聴取及び取締役との意見交換等、重要案件の共有化を徹底できるように、
各部との連携及び事前の資料配布、事前説明を実施しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は、取締役会の監査・監督機能強化と業務執行の意思決定の迅速化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより充実させることを目的とし
て、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。

（１）取締役会

　取締役会は、取締役11名(うち、社外取締役４名)で構成されており、毎月１回定期的に開催され、月次決算の報告及び会社法、取締役会規程に
定められた事項に関する審議を行っております。業務執行の具体的内容や、その背景となる戦略検討及び重要事項の取組方針の審議が行わ
れ、その結果に基づいて業務執行責任者が意思決定を行う仕組みとなっております。

（２）監査等委員会

　当社の監査等委員会は、取締役５名(うち、社外取締役４名)で構成されております。監査等委員の主な検討事項は以下の通りです。

　・監査方針・監査計画の決議

　・監査報告書の作成及び会計監査人の選解任・報酬同意等の法定事項の決議

　・会計監査人による四半期レビュー報告、監査結果、監査上の主要な検討事項（KAM)等についての検討

　・内部統制システムの構築・運用状況の検討

　・代表取締役及び取締役・部署長との面談を通じての当社全体・各部署の現在から将来に亘っての課題認識とそれらへの取り組みについてのヒ
アリング



　・定期的な内部監査室との意見・情報交換を通じての、双方の監査活動の効率化・相互補完の推進

　・国内の工場監査、子会社監査、特定テーマの検討等

　また、常勤監査等委員の活動として、取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本社部門や子会社への往査、業務及び財
産等の調査等を通じ、業務執行全般に対する監査を行い、内部監査室及び会計監査人との定期的な情報交換等を行っています。

　上記をふまえ、監査等委員会を原則月１回開催し、常勤監査等委員からの広範な情報共有と意見交換を実施し、社外監査等委員からの意見・
助言については、担当役員等への提言等を適宜行っております。また、代表取締役との定期的な会合において、経営方針や成長戦略、対処すべ
き課題等について意見交換を実施しております。

（３）内部監査室

　当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し４名が担当しております。内部監査に当たっては、年間計画に基づいて全ての
事業所と本社部門を対象に業務全般に亘って監査を実施し、被監査部門に対しては監査結果に基づく改善指示を行い、改善状況を遅滞なく報告
させて確認を行っております。なお、内部監査の結果及び過去に実施した監査指摘事項のフォローアップ状況については、代表取締役社長のみ
ならず、取締役会並びに監査等委員会に報告・共有しております。また、会計監査人とも監査課題等について適宜情報共有を図っております。

（４）会計監査人

　当社の会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツを選任しており、会計監査を執行した公認会計士は、千原徹也氏、藤井秀吏氏の２
名です。会計監査に係る補助者は、公認会計士13名、その他26名であります。なお、監査等委員会及び内部監査室と定期的に意見交換を行うな
どの連携を図っております。

（５）指名・報酬委員会

　当社の指名・報酬委員会は、委員３名で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。取締役の指名、報酬等に関する取締役会の機
能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としており、取締役会の諮問に基づき、その審議
内容を取締役会へ答申します。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、取締役会の監査・監督機能強化と業務執行の意思決定の迅速化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより充実させることを目的とし
て、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。

　当社の事業特性と規模に鑑みても、企業統治の効率性と監督機能が担保される現在の体制が当社にとって適切であると考えております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
第39期定時株主総会の招集通知については、開催日の19日前に発送いたしております。

また、招集通知の発送に先立ち、東京証券取引所のTDnet及び当社ホームページ上に開
示しております。

集中日を回避した株主総会の設定
当社の決算月は10月であるため、必然的に集中日とは異なった日程で開催しておりま
す。

電磁的方法による議決権の行使 インターネット、スマートフォン等による議決権行使を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加してお
ります。

招集通知（要約）の英文での提供
東京証券取引所及び当社ホームページに狭義の招集通知及び株主総会参考書類の英
訳を掲載しております。



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
定時株主総会後に、個人投資家向けに質疑応答の場を設けております。ま
た、各地にて証券会社の支店を利用するなどした説明会も実施しております。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

決算説明会を３月・６月・９月・12月中旬に年４回実施しております（６月及び12
月の説明会は代表取締役社長が説明）。

また、代表取締役社長もしくはIR担当者と国内外の機関投資家との個別ミー
ティング、スモールミーティング、証券会社主催のカンファレンスへの参加等も
実施しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
定期的に個別ミーティングを行っております。また、証券会社主催の海外投資
家向けカンファレンスに参加しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ウェブサイト上に適時開示資料、決算短信、月次情報等を掲載しておりま
す。（https://www.kobebussan.co.jp/ir/)

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画部　ＩＲ・広報課をＩＲ担当部署としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「神戸物産グループ理念」において、「プロの品質とプロの価格～製販一体のチームワーク
で、世界中の人々に、『おいしい』『わくわく』をお届けし、笑顔あふれる豊かなくらしに貢献し
ます」という使命のもと、各ステークホルダーの立場を尊重した６つの行動指針を定めてお
ります。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
「食」を通じた社会貢献活動を推進しており、ハラール商品の充実、子ども食堂や母子世帯
への支援など、さまざまな課題の解決を通じた社会への貢献に積極的に取り組んでおりま
す。

その他
女性活躍促進法、次世代育成法に基づき、ワークライフバランスの実現を図るために、一
般事業主行動計画を作成しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、内部統制システムの適切な構築・運用が業務執行の公正性及び効率性を確保するのに重要な経営課題であるとの認識から、以下のと
おり、内部統制システム構築に関する基本方針を定めております。

１．当社グループの役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　イ　当社グループは、コンプライアンスのため、法令、定款、社内規程及び社会規範のほか、役職員が守るべきルールとして神戸物産グループ
理念、神戸物産ルール及び６つの行動指針を制定し、その遵守を図る。

　ロ　当社グループ全体のコンプライアンス統括責任者として代表取締役社長が兼任し、コンプライアンス経営を推進する。

　ハ　当社グループの各部長を責任者として、各部におけるコンプライアンス活動を推進し、報告を受けたコンプライアンス違反またはそのおそれ
のある行為を発見した場合、当社グループの内部通報窓口に報告するとともに、当該行為の是正、解決を図る。

　二　当社の法務部が、当社グループ全体のコンプライアンス推進・統括を担い、当社グループの役員及び従業員に対する教育、各部への指示
等を行う。

　ホ　当社の内部監査室が、当社グループ各部に対しコンプライアンスの監査、有効性の評価を行い、必要に応じ取締役会及び監査等委員会に
報告する。

　へ　当社グループは、内部通報窓口を設置し、コンプライアンスに関する疑義について当社グループの役員及び従業員が情報提供・相談できる
体制を整備する。

　ト　財務報告の信頼性を確保するために、財務に係る業務の仕組みを整備し、業務の改善に努める。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録の法定作成文書をはじめ、当社委員会・会議等の各議事録、決裁書類等の
取締役の職務執行に係る情報を、関連資料とともに「文書管理規程」に基づいて、文書（電磁的記録を含む）により保存する。また、保存期間及び
保存部は同規程において定める。



３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　イ　当社グループは、「部長会議」等において、当社グループ全体の事業活動推進にあたって想定されるリスクについて評価し、対応方針・具体
的対策を検討して各部へ指示等を行う。特に、品質問題については、「部長会議」において、当社グループ品質に関する重要事項について審議・
決定するとともに、品質保証部が当社グループ全体の品質保証業務を横断的に統括管理し、迅速・正確に問題の解決を図る。

　ロ　当社グループは、「経営危機管理規程」及び「リスク管理規程」を制定し、企業リスクの事前回避または発生時の損害最小化、戦略リスクへの
適切な対応のために、リスク対策責任者を中心として、当社グループ全体のリスク管理体制整備の活動を推進する。

　ハ　当社の内部監査室が、当社グループ各部に対しリスク管理状況の監査、有効性の評価を行い、必要に応じ取締役会及び監査等委員会に報
告する。

　二　当社グループの重要情報については「文書管理規程」に基づき、適切に管理する。

　ホ　当社グループにおいて取り扱う個人情報については、「個人情報・特定個人情報保護規程」に基づき、適切に管理する。

　へ　当社グループが保有する情報資産については、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、適切に管理する。

　 ト　当社グループにおいて発生または決定した重要事実については、法令等が定める「情報開示ガイドライン」に基づき判断・決定し、適時適切

に開示する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　イ　当社は、中期経営計画等の全社的な目標を定めることにより、各部が事業年度ごとに実施すべき具体的な施策を効率的に策定できる体制
を整備する。

　ロ　経営の組織的・効率的推進を目的として業務執行に関する権限と責任を明確に定めた「職務権限規程」に則り、職務の適切かつ効率的な執
行を実現するとともに、重要事項については取締役会及び監査等委員会を経て意思決定を行うことで、職務の適正性を確保する。

　ハ　経営の意思決定及び監督、職務執行の機能を明確に分離し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の機能強化並びに職務の効率性
を確保する。

５．当社グループ会社の業務の適正を確保するための体制

　イ　当社は、当社グループ会社の取締役等の職務の執行について当社への報告が適切に行われることを目的として、当社グループ会社の取締
役が「関連会社管理規程」「リスク管理規程」等の当社社内規程に定められた重要な情報につき定期的に、また重大な事象が発生等した場合には
直ちに、当社の関連当事者または関連部に報告することができる体制を整備する。

　ロ　当社は、当社グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを目的として、「関連会社管理規程」に基づき、当社の経営企
画部及び工場管理部等によりグループ経営の運営管理制度の立案・推進を行い、当社グループ会社の経営を支援する体制、並びに所定の当社
部により当社グループ会社の業務執行に対する支援及び管理を行う体制を整備する。

６．監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　イ　当社は、監査等委員会よりその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、当該使用人は取締役（監査等委員である取締役を除
く。）からの独立性及び監査等委員から当該使用人への指示の実行性等を考慮し、適任者を選定した後、監査等委員会の承認の上で当該使用人
を任命する。

　ロ　当社が監査等委員会の職務を補助すべき使用人を任命した場合、当該使用人への指示・命令・評価は監査等委員会が行うこととする。

　ハ　当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、当社グループの経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事項
について、会議等において、または緊急を要する場合はその都度、監査等委員会に報告する。また、監査等委員は、必要に応じ、当社グループの
取締役（監査等委員である取締役を除く。）または使用人に対して報告を求めることができるものとする。

　二　当社の代表取締役副社長は、「社内通報規程」に基づき、当社グループ全体の内部通報についての調査結果を、適宜監査等委員会に報告
する。当社グループは、内部通報窓口にコンプライアンス違反を通報した者に対し、通報したことを理由としたいかなる不利益な処遇、不当な処分
を行わない。

　ホ　当社は、監査等委員が職務上必要と認める経費について、あらかじめ予算計上した上で支払うものとするが、監査等委員が緊急または臨時
に支出した費用であって事後において償還を請求された場合にも、原則としてこれを負担する。

　へ　当社は、監査等委員会より取締役会以外のその他重要会議への出席を求められた場合及び会議等の付議資料、議事録、業務執行の意思
決定に関する資料、その他重要な書類の閲覧を求められた場合、これに応じる。

　ト　当社は、監査等委員会より代表取締役との意見交換を求められた場合、これに応じる。また、監査等委員会が当社の内部監査室に対して指
示・報告を求めることができる体制を整備する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を排除することを基本方針としております。

　反社会的勢力排除に向けた社内体制としては、総務部において警察等外部の専門機関と連携並びに情報交換を密にし、排除のための行動を
徹底しております。

　また、「民事暴力対策規程」において、反社会的勢力排除のための対応措置について定め、その遵守を徹底し、反社会的勢力に対し毅然とした
態度で対応するとともに、与信調査・反社チェックによる反社会的勢力の排除や、各種研修制度の参加を通じ行動規範啓蒙に努めております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

１．適時開示体制の基本的な考え方

　会社情報を投資者へ適時適切に開示することは、健全な証券市場の根幹をなすものであり、上場企業として必要不可欠な責務であることを強く
認識しております。当社は、適時開示を実施するため、金融商品取引法及び東京証券取引所が定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時
開示等に関する規則（以下、適時開示規則という）等を遵守し、社内で定める株式等の内部者取引に関する規程に基づいて、迅速かつ公平な会
社情報の開示を心掛けてまいります。

　また、上記の適時開示に関する方針を全社で共有するため、社内会議や研修の場を通じて、全ての役職員へ周知・徹底してまいります。

２．適時開示業務を執行する体制

　当社は、重要情報を適切に管理し、適時開示体制の整備と内部者取引を防止することを目的として、株式等の内部者取引に関する規程を定め
ております。株式等の内部者取引に関する規程により、各部担当取締役を情報管理責任者と定め、その指揮のもと経営企画部IR・広報課が情報
開示担当部署として職務に当たっております。また、各部長及び子会社の統括責任者は、各部内の内部情報を管理統制しております。

　(１)決定事実

　　決定事実は、当社の取締役会で審議が行われた後、代表取締役副社長が当該事実の開示の必要性について代表取締役社長及び関係者と
協議いたします。適時開示が必要との判断がなされた場合は、適時開示規則に基づき、速やかに開示いたします。

　(２)発生事実　　

　　社内各部署において発生する情報は、迅速かつ網羅的に収集され、課長、部長を経由し、または直接、代表取締役副社長へ報告されます。代
表取締役副社長は当該事実の開示の必要性について代表取締役社長及び関係者と協議し、適時開示が必要との判断がなされた場合は、適時
開示規則に基づき、速やかに開示いたします。

　(３)決算情報等

　　決算情報については、経営企画部IR・広報課及び経理部等で決算情報に関する開示書類が作成され、取締役会で審議が行われた後、速やか
に開示されます。決算情報の開示の時期については、決算業務の効率化を図り、一層迅速な開示体制の構築に努めてまいります。


